
     

　
（
１
面
か
ら
の
つ
づ
き
）

　
今
回
の
カ
ン
パ
は
、
裁
判
そ

の
も
の
に
必
要
な
財
政
の
確
保

を
念
頭
に
、
実
質
的
に
全
組
合

員
が
裁
判
闘
争
に
参
加
す
る
運

動
を
作
り
だ
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
に
提
起
し
て
い
ま
す
。

　
弁
護
士
費
用
、
運
動
を
進
め

る
た
め
に
必
要
な
「
原
告
団
会

議
」
の
費
用
、
組
織
内
外
で
の

宣
伝
費
用
な
ど
が
中
心
で
す
。

　
「
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
分
（
３
０

０
円
）
の
カ
ン
パ
」
に
、
全
組
合

員
が
応
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

総
額
３
０
０
０
万
円
が
達
成
で

き
、
控
訴
審
段
階
ま
で
の
裁
判

闘
争
費
用
は
確
保
で
き
る
も
の

と
見
積
も
っ
て
い
ま
す
（
左
イ

ラ
ス
ト
参
照
）
。

　
「
賃
下
げ
、
遡
及
実
施
」
へ
の

怒
り
を
「
か
た
ち
」
に
し
て
職

場
の
内
外
に
示
す
た
め
に
も
、

カ
ン
パ
目
標
を
達
成
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
３
月
５
日
に
東
京
地
方
裁
判

所
に
提
訴
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
提
訴
に
は
、
政
府

や
マ
ス
コ
ミ
も
注
目
し
て
い
ま

す
。
春
闘
時
期
で
あ
る
こ
と
、「
公

務
員
制
度
改
革
」
に
か
か
わ
る

法
案
の
扱
い
が
ヤ
マ
場
を
迎
え

る
こ
と
、「
不
利
益
遡
及
」
を
め

ぐ
る
最
初
の
裁
判
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
の
理
由
か
ら
で
す
。

　
同
時
に
、３
月
は
、一
時
金（
期

末
手
当
）
が
昨
年
よ
り
大
幅
に

減
額
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
減
額
分
が
、

12
月
で
「
調
整
」
さ
れ
た
不
利

益
遡
及
分
に
ほ
ぼ
相

当
し
て
い
ま
す
。

　
運
動
へ
の
社
会
的

な
注
目
が
集
ま
り
、
職

場
で
あ
ら
た
め
て
「
賃

下
げ
、
遡
及
実
施
」
へ

の
怒
り
が
わ
き
起
こ

る
３
月
に
、
カ
ン
パ
を

集
中
し
て
と
り
く
み
、

運
動
へ
の
求
心
力
を

高
め
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
集
ま
っ
た
カ

ン
パ
は
、
「
『
不
利
益

遡
及
』
裁
判
闘
争
特
別

会
計
」
と
し
て
、
一
般

会
計
と
は
区
分
け
し

た
収
支
管
理
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
02
年
８
月
８
日
の
人
事
院
勧

告
は
、
月
例
給
与
に
つ
い
て
「
平

均
２
・
03
％
、
７
７
７
０
円
」
の

官
民
逆
格
差
に
よ
る
史
上
初
の

「
賃
下
げ
勧
告
」
と
な
っ
た
だ

け
で
な
く
、
一
時
金
に
つ
い
て

も
「
０
・
05
月
削
減
」
に
よ
る
４

年
連
続
の
引
き
下
げ
と
な
り
、

平
均
年
収
で
２
・
３
％
、
15
万

円
も
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
異
常

な
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、こ
の「
賃
下
げ
勧
告
」

を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
施
時
期
の

問
題
が
重
大
な
争
点
と
な
り
、

私
た
ち
が
「
不
利
益
不
遡
及
の

原
則
」
を
徹
底
追
及
す
る
中
で
、

「
実
施
は
施
行
日
か
ら
」
と
な
っ

た
も
の
の
、
４
月
分
の
官
民
給

与
比
較
に
よ
る
年
収
ベ
ー
ス
で

の
「
情
勢
適
応
の
原
則
」
を
口

実
に
、
４
月
以
降
の
賃
下
げ
分

を
「
12
月
期
の
期
末
手
当
で
調

整
（
精
算
）
」
す
る
と
し
た
こ
と

は
、
民
間
に
も
例
が
な
い
「
不

利
益
遡
及
」
の
脱
法
行
為
そ
の

も
の
で
し
た
。

　
し
か
も
、
一
時
金
に
つ
い
て

は
、
今
回
の
「
０
・
05
月
削
減
」

に
加
え
て
、
民
間
動
向
を
口
実

に
「
勤
勉
手
当
の
割
合
増
」
を

強
行
し
た
う
え
、
３
月
期
の
期

末
手
当
を
６
月
期
と
12
月
期
に

配
分
す
る
こ
と
で
、「
調
整
」
に

よ
っ
て
生
じ
る
12
月
期
の
期
末

手
当
の
大
幅
減
額
と
い
う
悪
影

響
を
少
し
で
も
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ

し
よ
う
と
す
る
姑
息
な
手
段
が

と
ら
れ
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
史
上

最
悪
の
人
事
院
勧
告
が
も
た
ら

す
公
務
・
民
間
の
「
賃
下
げ
・
リ

ス
ト
ラ
の
悪
循
環
」
と
年
金
な

ど
社
会
保
障
へ
の
悪
影
響
を
断

ち
切
る
た
め
、「
人
勧
の
完
全

実
施
反
対
、
給
与
法
の
改
定
反

対
」
を
掲
げ
て
全
国
的
に
た
た

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
政
府
は
、
私
た
ち

の
要
求
に
一
切
耳
を
貸
さ
ず
、

こ
の
「
マ
イ
ナ
ス
人
勧
」
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
、
02
年
９
月

27
日
に
「
完
全
実
施
」
の
閣
議

決
定
を
強
行
し
、
こ
れ
に
あ
わ

せ
て
退
職
手
当
の
水
準
見
直
し

も
決
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

10
月
18
日
の
第
１
５
５
回
臨
時

国
会
開
会
日
に
給
与
法
「
改
正
」

案
が
閣
議
決
定
・
国
会
提
出
さ

れ
、衆
院
総
務
委
員
会（
11
／
７
）

と
参
院
総
務
委
員
会
（
11
／

14
）
で
の
わ
ず
か
な
審
議
を
経

て
、
11
月
15
日
に
可
決
・
成
立

し
ま
し
た
。

　
こ
の
給
与
法
「
改
正
」
の
悪

影
響
は
計
り
知
れ
ず
、
自
治
体

労
働
者
や
教
職
員
を
は
じ
め
、

独
立
行
政
法
人
や
特
殊
法
人
な

ど
７
５
０
万
の
公
務
関
連
労
働

者
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
人

勧
前
に
賃
金
自
主
決
着
が
図
ら

れ
て
い
た
国
営
企
業
労
働
者
に

も
波
及
す
る
事
態
に
至
っ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、法
案
審
議
の
中
で
、「
減

額
調
整
」
条
項
の
削
除
と
労
使

協
議
に
よ
る
別
途
措
置
な
ど
を

求
め
る
修
正
案
が
少
数
否
決
さ

れ
た
も
の
の
、
職
員
団
体
等
の

意
見
の
十
分
聴
取
や
「
減
額
調

整
」
の
民
間
等
に
及
ぼ
す
影
響

へ
の
十
分
留
意
な
ど
を
求
め
る

付
帯
決
議
が
全
会
一
致
で
採
択

さ
れ
た
こ
と
は
、「
不
利
益
遡

及
（
減
額
調
整
）
は
脱
法
行
為
」

だ
と
す
る
私
た
ち
の
主
張
の
反

映
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、

賃
金
は
労
働
者
の
生
活
の
唯
一

の
糧
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
は

第
24
条
で
「
賃
金
支
払
い
の
４

原
則
」（
通
貨
払
い
、
直
接
払
い
、

全
額
払
い
、
毎
月
一
定
期
日
払

い
）
を
定
め
て
こ
れ
を
保
護
し

て
い
ま
す
（
た
だ
し
非
現
業
国

家
公
務
員
は
適
用
除
外
）
。

　
今
回
の
給
与
法
「
改
正
」
に

よ
る
「
減
額
調
整
」
は
、
い
わ
ば

一
度
支
払
っ
た
02
年
４
月
以
降

の
賃
金
を
12
月
の
一
時
金
支
給

日
に
取
り
返
す
（
過
払
い
精
算

す
る
）
と
い
う
も
の
で
、
労
働

基
準
法
の
全
額
払
い
の
原
則
の

趣
旨
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、

こ
う
し
た
税
金
の
「
年
末
調
整
」

的
な
や
り
方
が
ま
か
り
通
れ
ば

毎
月
々
の
生
活
設
計
す
ら
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
人
事
院
も
、「
法

律
不
遡
及
の
原
則
」（
新
た
に

制
定
さ
れ
た
り
、
改
正
さ
れ
た

法
律
が
、
そ
の
施
行
以
前
の
関

係
に
遡
っ
て
適
用
さ
れ
な
い
と

い
う
原
則
）
を
一
応
認
め
ざ
る

を
得
ず
、
改
定
時
期
を
４
月
に

さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
次
に
考
え
た
の
が
、

「
法
改
正
の
施
行
日
」
以
後
に

支
払
日
の
到
来
す
る
賃
金
、
そ

れ
も
影
響
度
の
大
き
い
月
例
給

与
で
は
な
く
一
時
金
で
の
「
減

額
調
整
」
で
あ
り
、
こ
の
や
り

方
こ
そ
が
「
脱
法
行
為
」（
外
形

的
に
は
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ

れ
て
い
な
い
が
、
禁
止
を
免
れ

る
目
的
で
行
わ
れ
、
実
質
的
な

内
容
が
強
行
法
規
に
違
反
し
て

い
る
法
律
行
為
）
そ
の
も
の
に

他
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
一
時
金
で
の
「
減
額

調
整
」
は
、
月
例
給
与
が
毎
年

４
月
時
点
の
水
準
比
較
、
一
時

金
は
そ
の
前
１
年
間
の
月
数
比

較
と
い
う
官
民
比
較
原
則
の
違

い
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
も
の

と
い
え
ま
す
。

 
 

今
回
の
「
減
額
調
整
」
は
、
す

で
に
支
払
済
み
の
賃
金
を
遡
及

し
て
減
額
す
る
と
い
う
、
使
用

者
と
し
て
労
働
契
約
上
の
義
務

違
反
に
等
し
い
暴
挙
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
労
働
条
件
の
重
大

な
不
利
益
変
更
で
あ
り
、
民
間

で
の
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更

に
関
わ
る
判
例
法
理
か
ら
み
て

も
、
不
利
益
遡
及
の
「
合
理
的

根
拠
」
が
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。

　
こ
の
こ
と
は
、
実
務
上
の
判

断
基
準
と
な
っ
て
い
る
秋
北
バ

ス
事
件
最
高
裁
判
決
（
昭
和
43

年
12
月
25
日
）
に
照
ら
し
て
も

明
ら
か
で
す
。
判
決
は
、
就
業

規
則
変
更
に
よ
る
労
働
条
件
の

不
利
益
変
更
は
既
得
権
を
奪
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
原
則
と
し

て
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ

る
が
、
集
団
的
・
統
一
的
処
理

の
た
め
に
合
理
性
が
あ
れ
ば
認

め
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ

の
場
合
の
「
合
理
性
の
判
断
基

準
」
と
し
て
、
変
更
す
る
業
務

上
の
必
要
性
、
代
償
措
置
・
見

返
り
、
あ
る
特
定
の
層
の
み
損

を
し
な
い
か
（
年
齢
、
性
、
職
種
、

職
位
）
、
不
利
益
の
程
度
、
同
業

他
社
と
の
比
較
、
労
働
組
合
の

同
意
の
有
無
や
多
数
労
働
者
の

賛
成
の
有
無
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
政
府
が
01
年
12
月
に
閣
議
決

定
し
た
「
公
務
員
制
度
改
革
大

綱
」
で
は
、
私
た
ち
の
強
い
労

働
基
本
権
確
立
の
要
求
を
無
視

し
て
、「
現
状
の
制
約
維
持
」
に

固
執
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

労
働
基
本
権
を
制
約
し
た
ま
ま

で
、
賃
金
や
退
職
手
当
の
引
き

下
げ
を
一
方
的
に
決
定
す
る
政

府
の
対
応
は
、「
労
働
条
件
決

定
は
労
使
対
等
で
」
と
い
う
近

代
的
労
使
関
係
の
原
則
を
ふ
み

に
じ
る
も
の
で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

の
結
社
の
自
由
原
則
と
国
際
労

働
基
準
に
反
す
る
こ
と
は
明
白

で
す
。
　

　
こ
の
こ
と
は
、
02
年
６
月
の

第
90
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
・
基
準
適

用
委
員
会
で
日
本
政
府
の
対
応

に
国
際
的
な
批
判
が
集
中
し
、

こ
れ
ら
の
論
議
を
受
け
た
議
長

集
約
で
、（
日
本
の
）
公
務
員
が

自
ら
の
賃
金
決
定
へ
の
参
加
を

著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
強
い
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
こ

と
で
も
明
ら
か
で
す
。

　
そ
し
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会
は
、

11
月
21
日
、
全
労
連
・
連
合
提

訴
案
件
に
関
わ
っ
て
、
日
本
の

現
行
の
公
務
員
制
度
そ
の
も
の

が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
87
号
・
98
号
条
約
に

違
反
し
て
お
り
、
結
社
の
自
由

原
則
に
合
致
さ
せ
る
方
向
で
法

律
改
正
を
求
め
る
と
い
う
、
結

社
の
自
由
委
員
会
に
よ
る
歴
史

的
か
つ
画
期
的
な
中
間
「
報
告
・

勧
告
」
を
採
択
し
ま
し
た
。
こ

の
中
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
日
本
政
府

に
「
公
務
員
の
労
働
基
本
権
制

約
の
現
状
を
維
持
す
る
と
の
考

え
を
再
考
」
せ
よ
と
強
く
迫
っ

て
い
る
の
で
す
。

カンパ　　 万円3000

弁護団費用（着手金、訴状、

旅費、謝礼など）

原告団会議費用
（100人規模6回予定）

闘争宣伝費 245万円

弁論期日打ち合わせ費用

230万円（1回）×6＝1380万円

815万円

●
70万円（1期日）×8＝560万円
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解
説

賃
金
の「
年
末
調
整
」

は
許
さ
れ
な
い

①

！

労
働
条
件
の
一
方
的
な

不
利
益
変
更
は
ダ
メ

②

！

全組合員の力を束ねよう
コーヒー１杯分のカンパを！
全組合員の力を束ねよう
コーヒー１杯分のカンパを！

労
働
条
件
決
定
へ
の

参
加
は
国
際
常
識

労
働
条
件
決
定
へ
の

参
加
は
国
際
常
識

３
月
集
中
で

カ
ン
パ
の
集
約
を

３
月
集
中
で

カ
ン
パ
の
集
約
を

「
不
利
益
遡
及
」の

ど
こ
が
問
題
か

「
不
利
益
遡
及
」の

ど
こ
が
問
題
か

国
の
ル
ー
ル
破
壊
で

ひ
ろ
が
る
悪
影
響

国
の
ル
ー
ル
破
壊
で

ひ
ろ
が
る
悪
影
響

「
減
額
調
整
」の

実
質
は
不
利
益
遡
及

「
減
額
調
整
」の

実
質
は
不
利
益
遡
及

（各ブロック2名規模で8回予定）

あ
な
た
の
カ
ン
パ
は

こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す

●


